
意外と知らない自転車のルール。一緒に確認しましょう！
いよいよ最終回の今月は です。「夕方からライトをつけよう」

暗くなる前にラ夕暮れ時は交通事故が多発することから、
しましょう。イトを点灯

ライトは、前方を照らすだけでなく、前から来る車や歩行者
に対して、自分の存在を知らせることができます。
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早めのライトで
事故防止！

5月は自転車月間です!
自転車のルール違反による交通事故が後を絶ちません。

自転車のルールについて再確認し、安全に利あらためて
用しましょう。
○ 「ながら運転」、「飲酒運転」は禁止です。
○ 自転車事故は頭のケガが致命傷になり亡くなるケース
が多いため、頭を守るため大人も子供もヘルメットをかぶ
りましょう。

県内にお住まいの６５歳以上の方を対象に、交通安全キャ
ンペーンを実施中です！ 参加された方には、靴やかばんなど
に貼って使える反射材をお渡ししています。
また「９月１日から１２月３１日まで事故の当事者とならなか

った方」の中から、抽選で商品券を贈呈します。
是非みなさんご参加ください！ お待ちしています。

新1年生が入学して、約１か月が経ちました。
歩行中の交通事故死傷者数は、７歳がもっとも

多いということはご存じですか？
登下校や外遊び等、親の目の届かないところ

で行動する機会が増えるので、事故のリスクが高
まります。
子供を交通事故から守るため、ご協力をお願

いします。

○ 大人が見本となり、交通ルールをしっかりと子供に教えましょう。
○ 目立つ色の服や、帽子を身につけさせましょう。反射材も活用！
○ 子供は予測できない行動をとることがあります。車を運転する際も、
急な飛び出しなどに注意して運転しましょう。


